
1 

多総本委第４号 多治見市坂上町地内 地形測量 業務委託 

特記仕様書 

 

１．業務目的 

本業務は、多治見市役所の新庁舎建設にあたり、造成設計資料に必要な現地測量を行うことを目的と
する。 
 

２．業務目的 

 本業務委託は、契約書に定めるもののほか、公共測量作業規定（(社)日本測量協会）を遵守し、業務
を履行しなければならない。 
 また、調査・測量等により第三者が所有する土地に立ち入る場合は、市発行の身分証明書を携行する。 
 
３．業務内容 

（１）作業量 

  ・４級基準点測量     N＝1 点 
  ・現地測量（S=1/100）  N=一式（坂上 A=0.0005 ㎞ 2） 
（２）測量業務 

・４級基準点測量 
4 級基準点測量については、近傍の既設基準点を与点として観測とする。 

  ・現地測量 
     ４級基準点等を基に造成設計範囲の地形測量を行う（地形図：S=1/100） 
  
（３）打合せ協議 

本業務では、業務着手時 1 回、成果品納入時 1 回の 2 回を基本とするほか、業務の遅滞が生じな
いよう、必要に応じ、業務進捗状況の報告や事務連絡等について適宜打合せを行い、本業務の円滑
な進捗に努めるものとする。 

なお、受注者は打合せ協議記録を協議後速やかに作成し、発注者へ提出するものとする。 
 
（４）その他 

本業務で作成された設計図書の著作権は、発注者にあたるものとする。 

 

４．成果品 

 納入成果物は、下記のとおりとする。 
（１）測量成果簿（Ａ４/簡易製本）      ２部 
（２）図面（Ａ３/簡易製本）        ２部 
（３）打合せ記録簿（行政協議を含む）    一式 
（４）電子成果品（ＣＤ-Ｒ）        正副１部 
（５）その他、監督員の指示によるもの    一式 
 

 



2 

５．品質管理 

受注者は、適切かつ厳格な品質管理を行うため、関係法令、規程等を遵守する他次の各号に掲げる資
格を取得し、本業務着手時に、その認証を証明する登録証の写しを発注者に提出するものとする。 
（１）ISO9001（品質マネジメントシステム） 
（２）ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム） 
 

６．質疑 

  管理技術者は、本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合、速やかに監督員と協
議して定めるものとする。 

 
７．守秘義務 

受注者は、業務の遂行上知り得た情報を厳重に管理し、関係者の他に漏らし、又は本業務の履行
のため以外の目的に使用してはならない。 

このことについては、契約期間が終了した後であっても同様とする。 
万一、受注者の責めに帰す情報漏洩が発生した場合、それにより発生する損害（第三者に及ぼし

た損害を含む。）については、受注者が自己の責任において処理しなければならない。受注者の雇用
人が移動、退職等により業務を離れる場合についても、受注者はその者に対し取得情報を秘匿させ
なければならない。 

 

８．環境への配慮事項 

（１）自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけし
ないように心がけること。 

（２）業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。 
（３）業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力

グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。 
（４）清掃等周辺環境美化に努めること。 
（５）業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。 
（６）上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。 
 

９．妨害又は不当要求に対する通報義務 

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合
理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害
された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通
報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を
完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。 
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対象範囲 

 

 

市役所(本庁舎) 

養正小学校 

多治見工業高校 

多治見高校 

多治見中学校 
ＴＹＫ球場 

ＴＹＫスポーツパーク多治見 

業務委託箇所(多治見市坂上町地内)Ａ＝0.0005 ㎞ 2 


